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別表１      「運営費助成額基準表」    令和８年度 

 

ランク 参加予定人数 

基準 １１人～２０人 5,000円×実施回数 3,000円×実施回数 

１ ２１人～３０人 6,000円×実施回数 3,500円×実施回数 

２ ３１人～４０人 7,000円×実施回数 4,000円×実施回数 

３ ４１人～５０人 8,000円×実施回数 4,500円×実施回数 

４ ５１人～６０人 9,000円×実施回数 5,000円×実施回数 

５ ６１人～７０人 10,000円×実施回数 5,500円×実施回数 

６ ７１人～８０人 11,000円×実施回数 6,000円×実施回数 

７ ８１人～９０人 12,000円×実施回数 6,500円×実施回数 

８ ９１人～１００人 13,000円×実施回数 7,000円×実施回数 

９ １０１人～１１０人 14,000円×実施回数 7,500円×実施回数 

１０ １１１人～１２０人 15,000円×実施回数 8,000円×実施回数 

１１ １２１人～１３０人 16,000円×実施回数 8,500円×実施回数 

１２ １３１人～１４０人 17,000円×実施回数 9,000円×実施回数 

１３ １４１人～１５０人 18,000円×実施回数 9,500円×実施回数 

１４ １５１人～１６０人 19,000円×実施回数 10,000円×実施回数 

１５ １６１人～１７０人 20,000円×実施回数 10,500円×実施回数 

１６ １７１人～１８０人 21,000円×実施回数 11,000円×実施回数 

１７ １８１人～１９０人 22,000円×実施回数 11,500円×実施回数 

１８ １９１人～２００人 23,000円×実施回数 12,000円×実施回数 

１９ ２０１人以上 24,000円×実施回数 12,500円×実施回数 

 

別表２   「備品費助成額基準表」  ※新規実施学区のみ  

参加希望者数 全部手作り 一部手作り 全部業者 

 
  ３０人以下 

 

 
  180,000 円 

 

 
  135,000 円 

 

 
   90,000 円 

  
 ３１人～５０人 

 

 
  200,000 円 

 

 
  150,000 円 

 

 
  100,000 円 

  
 ５１人～７０人 

 

 
  220,000 円 

 

 
  165,000 円 

 

 
  110,000 円 

  
  ７１人以上 

 

 
  240,000 円 

 

 
  180,000 円 

 

 
  120,000 円 
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 開 設 助 成 金 運 営 助 成 金※②、③については、高齢者のみ 

内 容 
サロン開設に際し、必要な

物品購入経費に対する助成 
サロン運営の実績に対する助成 

参 加 対 象 
名古屋市内在住の高齢者、障がい者、子育て中の親子等、地域住民の誰で

も参加対象とすること 

実 施 場 所 
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、集会所、社務所、福祉施設、空き家や空き店舗、公園など地域 

住民が集える身近な場所 

実 施 回 数 月 1 回以上、定期的に 月 2回以上、定期的に 月 4回以上、定期的に 

助 成 額 50,000 円 
① 月 2,000 円（小規模） 

② 月 6,000 円（中規模） 

③ 月 10,000 円（大規模） 

① 月 4,000 円（小規模） 

② 月 12,000 円（中規模） 

③ 月 20,000 円（大規模） 

参 加 人 数 5 人以上 
①  ５人以上（小規模） 

② １５人以上（中規模） 

③ ２５人以上（大規模） 

申 請 の 条 件 
地域団体、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、社会福祉施設、企業等、多様

な活動主体が営利を目的とせずに実施する場合 

申 請 時 期 随時受付（区社協） 半期ごとに受付（区社協） 

そ の 他 
助成の件数には限りがあります。なお、領収書（開設費用申請時）、帳簿（運営費

用申請時）等、添付書類が必要になります。 

※詳しい申請方法・助成内容については、熱田区社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。 

名古屋市・区社会福祉協議会では、高齢者や障がい者、子育て中の親子、

地域住民どなたでも集まることができるサロンの開設、運営費用の

一部を助成する事業を実施しています。 

「ふれあい・いきいきサロン」とは？ 

①地域住民のみなさまが （高齢者や障がい者、子育て中の親子、地域住民どなたでも） 

②身近な場所に集まって （ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、集会所、福祉施設、空き家や空き店舗、公園などの集いの場） 

③気軽に楽しくふれあいを深め交流する活動です。 （みんなで内容を決めて運営していく） 

地域の「お茶の間」「たまり場」とも言われています。 

この助成事業は、「名古屋市高齢者サロンの整備等生活支援推進事業」及び「名古屋市社会福祉 

協議会ふれあいいきいきサロン推進事業（名古屋市福祉基金）」に基づき実施しています。 15
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